
【副業・兼業者の補償について】 
 
フリーランスやパート労働者等で複数就業される⽅が増える中、副業・兼業を取り巻く状況の変
化を踏まえ、複数事業労働者の⽅が安⼼して働くことができるよう「労働者災害補償保険法」が
改正されました(令和 2 年 9 ⽉ 1 ⽇施⾏)。 
そしてこの特別加⼊をしている⽅は複数事業労働者となります。 

（チラシの中の図 会社 B を確認下さい。） 
 
■ １つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加⼊している⽅ 

例：会社 A に勤務しながら、副業（コンサルタント：特定受託事業者）を⾏う際に特別加⼊
している⽅ 

 
■ 複数の就業について特別加⼊をしている⽅ 
  例：ネットワークシステムの開発作業で IT フリーランスとして特別加⼊しながら、兼業とし

て IT 講師も⾏っている為、特定受託事業者としての特別加⼊もしている⽅ 
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